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諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 沼
ぬま

 倉
くら

 卓
たく

 郎
ろう

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 

 

 

 

 

諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 及
おい

 川
かわ

 さよ子
こ

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 
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諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 吉
よし

 田
だ

 たか子
こ

 

住  所 登米市豊里町 

職  業 無職 

 

 

 

 

諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 佐々木
さ さ き

 惠
けい

 子
こ

 

住  所 登米市南方町 

職  業 無職 
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諮問第７号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 須
す

 藤
どう

 典
のり

 彦
ひこ

 

住  所 登米市津山町 

職  業 無職 

 

 

 

報告第６号 平成 26 年度登米市健全化判断比率の報告について 

 

本件は、平成 26 年度決算に基づく登米市健全化判断比率について、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第３条第１項の規定に

より、議会に報告するものであります。 

 

 

報告第７号 平成 26 年度登米市資金不足比率の報告について 

 

本件は、平成 26 年度決算に基づく登米市資金不足比率について、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条第１項の規定によ

り、議会に報告するものであります。 

 

 

報告第８号 放棄した債権の報告について 

 

本件は、登米市債権管理条例（平成 22 年登米市条例第 43 号）第 15 条第１項の規定

に基づき、市が放棄を決定した債権について、同条第２項の規定により、議会に

報告するものであります。 
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報告第９号 登米市土地開発公社の経営状況について 

 

本件は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定により、

登米市土地開発公社の経営状況について、議会に報告するものであります。 

 

 

報告第 10 号 公益財団法人登米文化振興財団の経営状況について 

報告第 11 号 株式会社とよま振興公社の経営状況について 

報告第 12 号 株式会社いしこしの経営状況について 

 

本件は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の３第２項の規定により、

市が資本金等の２分の１以上を出資している一般財団法人及び株式会社の経営状

況について、議会に報告するものであります。 

 

 

議案第 97 号 平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第５号） 

議案第 98 号 平成 27 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第 99 号 平成 27 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第 100号 平成 27 年度登米市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第 101号 平成 27 年度登米市土地取得特別会計補正予算（第２号） 

議案第 102号 平成 27 年度登米市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 103号 平成 27 年度登米市宅地造成事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 104号 平成 27 年度登米市病院事業会計補正予算（第４号） 

 

本案は、議案第 97 号平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第５号）から議案

第 104 号平成 27 年度登米市病院事業会計補正予算（第４号）までについて、各種

会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ、６億 1,818 万円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 473 億 9,766 万円とするものであります。 
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その主な内容として、歳出では、ふるさと応援寄附金事業 2,230 万円、個人番

号カード交付事業 3,149 万円、介護施設整備事業３億 5,885 万円、多面的機能支

払事業 7,029 万円などを計上しております。 

歳入では、東日本大震災復興交付金などの国庫支出金 7,705 万円、地域医療介

護総合確保事業補助金などの県支出金４億 4,688 万円、東日本大震災復興交付金

基金などからの繰入金 7,215 万円などを計上しております。 

また、債務負担行為補正として追加３件を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で事業の精算に伴う返還金

など１億 1,481 万円を、後期高齢者医療特別会計の歳出で広域連合への納付金な

ど 885万円の減額を、介護保険特別会計の歳出で事業の精算に伴う返還金など 4,013

万円を計上しております。 

土地取得特別会計の歳出では、土地開発基金への繰出金５万円を、下水道事業

特別会計の歳出で一般会計への繰出金 1,827 万円を、宅地造成事業特別会計の歳

出で一般会計への繰出金など 88 万円を計上しております。 

企業会計については、病院事業会計で、債務負担行為補正として追加２件を計

上しております。 

 

 

議案第 105 号 登米市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）が平成 25 年５月 31 日に公布されたことに伴い、特

定個人情報の取扱いを定めるため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表９ページ） 

 

 

議案第 106 号 登米市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成 24 年法律第 63 号）が平成 24 年８月 22 日に公布され、平成 27

年 10 月１日から施行されることに伴い、地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律

第 152 号）及び厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）が改正されることから、

本条例の一部を改正するものであります。      （新旧対照表 18 ページ） 
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議案第 107 号 
登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、地域審議会の設置に関する協議書（平成 16 年迫町告示第 39 号、平成 16 年

登米町告示第 31 号、平成 16 年東和町告示第 16 号、平成 16 年中田町告示第 37 号、

平成 16 年豊里町告示第 19 号、平成 16 年米山町告示第 39 号、平成 16 年石越町告示

第 15 号、平成 16 年南方町告示第 44 号、平成 16 年津山町告示第 15 号）第２条の規定

により、地域審議会を設置期間の満了をもって廃止したことに伴い、本条例の一

部を改正するものであります。           （新旧対照表 19 ページ） 

 

 

議案第 108 号 登米市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）が公布されたことに伴い、通知カード及び個人番

号カードの再交付手数料を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。  

 （新旧対照表 20 ページ） 

 

 

議案第 109 号 
登米市東日本大震災復興特別区域法第 28 条第１項の規定に基づく

準則を定める条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、東日本大震災復興特別区域法（平成 23 年法律第 122 号）に基づき認定

を受けた認定復興推進計画（認定番号宮城第１号）の変更に伴い、本条例の一部

を改正するものであります。            （新旧対照表 23 ページ） 

 

 

議案第 110 号 第二次登米市総合計画基本構想及び基本計画の策定について 

 

本案は、現行の総合計画の計画期間が平成 27 年度をもって終了することから、

登米市まちづくり基本条例（平成 24 年登米市条例第２号）第 17 条第１項の規定

に基づき、平成 28 年度から平成 37 年度までを計画期間とする第二次登米市総合

計画を策定することについて、登米市議会基本条例（平成 23 年登米市条例第 35

号）第 12 条第１号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
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議案第 111 号 平成 26 年度登米市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

本案は、平成 26 年度登米市水道事業会計決算で生じた未処分利益剰余金の処分

について、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第２項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 112 号 平成 26 年度登米市病院事業会計資本剰余金の処分について 

 

本案は、平成 26 年度登米市病院事業会計決算で生じた資本剰余金の処分につい

て、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第３項の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 113 号 工事請負契約の締結について 

 

本案は、（仮称）長沼第二工業団地造成工事請負契約を締結するにあたり、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び登米市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年登米市条例第 73 号）

第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

認定第１号 平成 26 年度登米市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号 
平成 26 年度登米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

認定第３号 
平成 26 年度登米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第４号 平成 26 年度登米市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号 平成 26 年度登米市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号 平成 26 年度登米市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号 
平成 26 年度登米市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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認定第８号 平成 26 年度登米市水道事業会計決算認定について 

認定第９号 平成 26 年度登米市病院事業会計決算認定について 

認定第 10 号 平成 26 年度登米市老人保健施設事業会計決算認定について 

 

 本案は、平成 26 年度登米市一般会計歳入歳出決算ほか９会計の決算について、地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第３項及び地方公営企業法（昭和 27 年法

律第 292 号）第 30 条第４項の規定により、議会の認定に付するものであります。 

 


































